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要旨 

本年度は、これまでに開発したレセプト情報を活用した精検受診判定ロジックの修正を行っ

た。判定ロジックにより把握された精検未受診者に対する精検受診再勧奨による精検受診率の向

上、それにより発見されたがん罹患者数を評価した。また、職域がん検診の精度管理として社会

実装における課題について検討した。 

（１）精検受診判定ロジックの修正として、精密検査の適切性を判断するための情報と診療報

酬上の診療行為コードのずれなど専門家間で意見がわかれる点を中心に、修正を行い、判定ロジ

ックを完成した。（２）修正後の精検受診判定ロジックと自治体による追跡調査の比較により、茨

城県 Y 市において、自治体把握情報のがん検診精密検査受診状況とレセプトにより判定された

がん検診精密検受診状況の一致度を算出した。子宮頸がん（ASC-US 以外）を除き、一致度は 89.2%

～95.1%と概ね良好であった。（３）（１）（２）の結果を踏まえ、レセプトを用いた精密検査受診

判定ガイド（案）を作成した。（４）精検未受診者への受診勧奨では、精検受診率上昇効果は 4%

ポイントであった。がん発見者の２割以上が精密検査受診再勧奨以降のがん発見者であり、レセ

プトを用いた精密検査受診再勧奨プログラムによりがんの早期発見に寄与すると考えられる。

（５）保険者における感度・特異度・がん有病割合・精検受診率の測定拡大と実装化の検討では、

人事総務担当者および経営者を対象としたインターネット調査から、要精密検査対象者を把握し

ている者が３人に１人と少なく、要精密検査対象者の把握を含め、職域におけるがん検診実施体

制・環境の整備が必要と考えられた。 

レセプトとがん検診判定結果と組み合わせた精検受診状況判定ロジックは精検受診率算出だ

けでなく、精密検査未受診者に対する受診再勧奨にも活用することで、がん検診受診者の利益を

増大できることが期待される。ただし、医療提供体制の地域差の判定精度への影響は十分に検討

されていないこと、保険者におけるがん検診データの管理状況などによる運用上の課題が想定さ

れることから、本判定法の普及については継続的な検討が必要である。 
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A. 研究目的 

厚労科研費「職域がん検診における精度管

理指標の測定・基準値設定と新指標測定法の

開発・実用化に関する研究」班（令和元年～3 

年度）において、レセプト情報を用いてがん新

規診断例を把握する判定ロジックを開発した。

さらに、この判定ロジックの妥当性を、①全国

がん登録の頻度比較、②院内がん登録および

地域がん登録との照合による個別判断比較を

行い、概ね良好な成績を得た。この判定ロジッ

クを用いて、レセプト情報よりがん新規診断

例を把握し、がん検診の感度・特異度・がん有

病割合を測定した。協会けんぽや健保組合な

ど職域保険者の協力のもと、5 がん検診の感

度・特異度を実測した。今後、この判定ロジッ

クを用いて、保険者においてがん検診の感度・

特異度・がん有病割合を実測し、職域がん検診

の精度管理を進めることが期待される。また、

市町村においても国保レセプトを用いて同手

法にて、自治体におけるがん検診の精度管理

を進めることが可能となる。 

一方、職域では、がん検診精検結果を企業側

が把握することが個人情報管理上好ましくな

いとの懸念もあり、精検受診状況が把握され

ていない場合が多い。精検を保険診療でカバ

ーしている場合、医療機関に問い合わせをす

ることなく、精検受診状況をレセプトで判定

することが可能である。 

本研究班は、保険者の保有するレセプト情

報を活用することで可能となったがん検診の

精度管理指標（感度、特異度、がん有病割合）

の計測を、さらに多くの保険者でも適用する

とともに、レセプト情報を活用した精検受診

状況の判定ロジックの妥当性を検討する。さ

らに、その結果把握された精検未受診者に対

して受診勧奨することで、精検受診率の改善

状況を検討する。 

 

 

B. 研究方法 

本年度は、（１）レセプトを用いた精検受診

判定ロジックの修正、（２）レセプトを用いた

精検受診判定ロジックと自治体による追跡調

査の比較、（３）レセプトを用いた精検受診判

定ガイド（案）の作成、（４）精検未受診者受

診勧奨の効果評価、（５）保険者における感度・

特異度・がん有病割合・精検受診率の測定拡大

と実装化の検討について、担当ごとに研究を

進めた。年 2 回班会議を行い、進捗を確認し

た。 

 

（倫理面への配慮） 

個人単位のデータを扱う場合、「人を対象と

する生命科学・医学系研究に関する倫理指針」

に従って研究計画書を作成し、各施設の倫理

審査を受けて実施した。 
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C. 結果 

（１）レセプトを用いた精検受診判定ロジッ

クの修正 

令和 5 年度で開発した判定ロジックにおい

て、対象とする精密検査において、適切性を判

断するための情報と診療報酬上の診療行為コ

ードのずれなど専門家間で意見がわかれる点

を中心に、電子メールや班会議を通して、検討

を行った。胸部 X 線検査、不完全な大腸内視

鏡検査などの項目の取り扱いを修正した。 

 

（２）レセプトを用いた精検受診判定ロジッ

クと自治体による追跡調査の比較 

茨城県 Y 市におけるがん検診受診情報お

よび追跡調査情報（2015～2019 年度）と国保

レセプト情報（2015～2020 年度）を用いて、

（１）にて修正したロジックと自治体による

追跡調査による精密検査受診把握の比較を行

った。がん検診精密検査受診は、がん検診受診

者のレセプト情報（医科・DPC）において、が

ん検診受診後 1 年以内に精密検査と判断され

る傷病名、診療行為が記載された状態とした。

自治体把握情報のがん検診精密検査受診状況

とレセプトにより判定されたがん検診精密検

査受診状況をクロス集計し、一致度を算出し

た。 

その結果、一致度は肺がん検診で 89.2%、胃

がん検診で 95.1%、大腸がん検診で 92.0%、乳

がん（マンモグラフィ）で 95.1%、子宮頸がん

（ASC-US）で 90.2%、子宮頸がん（ASC-US 以

外）で 52.4%であった。 

 

（３）レセプトを用いた精密検査受診判定ガ

イド（案）の作成 

（１）（２）の結果を踏まえて、また、がん

予防重点健康教育及びがん検診実施のための

指針、地域保健・健康増進事業報告作成要領と

の整合性も考慮して、研究分担者、研究協力者

との検討を重ねて、がん検診要精検者におけ

るレセプトを用いた精密検査受診判定ガイド

（案）を作成した。資料１は同ガイド（案）の

一部抜粋である。 

 

（４）精検未受診者受診勧奨の効果評価 

協会けんぽ大阪支部が提供した大腸がん検

診において、2021 年 10 月から 2022 年 1 月

（4 か月間）、2022 年 11 月から 2023 年 5 月（7

か月間）の要精密検査の判定を受けた者で、3

か月以内に大腸内視鏡検査を受診していない

者を対象として、検診から約 6 か月後に精密

検査受診再勧奨通知を郵送した。精密検査受

診再勧奨通知を実施しなかった 2021年 6月か

ら 9 月、2022 年 4 月から 10 月の大腸がん検

診で要精密検査の判定を受けた者を比較対照

とした。精密検査受診再勧奨時点とその 3 か

月後時点の精密検査受診率はそれぞれ介入群

で 33.3%、38.0%（+5.7%ポイント）、対照群で

32.9%、34.6%（+1.7%ポイント）で、群間差は

+4.0%ポイントであった。 

がん検診要精検者のうち、がん治療を開始

したと推定される患者は 304 人であり、その

うち、64 人（21.5%）が精検再受診勧奨後に発

見されたがん罹患者であった。勧奨対象者の

方が非対象者よりも医療費が平均で約1800点

低かったが、有意ではなかった。 

 

（５）保険者における感度・特異度・がん有病

割合・精検受診率の測定拡大と実装化の検討 

本年度は、「職域におけるがん検診に関する

マニュアル」の認知度とがん検診実施に関す

るインターネット調査を実施し、人事総務担

当者または経営者 1,837 人（経営者 909 人、人

事総務担当者 928 人）より回答を得た。産業

医に相談できる者の割合は 55.8%であるのに

対し、保健師・看護師に相談できる者の割合は

30.4%であった。精度管理の言葉を知っている

者の割合は 78.7%、マニュアルを知っている

者の割合は 9.4%であった。精密検査受診勧奨

を行っている者の割合は 34.8%、プロセス指
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標を算出している者の割合は 2.6%、プロセス

指標を出したいと考えている者の割合は 5.0%

であった。 

 

 

D. 考察 

精密検査相当の検査の診療行為コードと傷

病名コードの組み合わせにより、がん検診要

精密検査後の精検受診状況をレセプトで判断

するロジックを開発してきた。本ロジックの

使用により、自治体の追跡調査により把握し

ている精密検査受診と同程度の精密検査受診

を把握できることが確認されており、また、自

治体の調査で把握できなかった精密検査受診

を把握することができる可能性も確認された。

しかしながら、診療報酬上の診療行為コード

の一部に、がん検診要精密検査後の精密検査

として十分であることが判断できないものが

含まれている点など専門家間でも意見が分か

れる点があり、本年度は最終的なすり合わせ

を行い、ガイド（案）の作成に至った。ただし、

本研究班において検討に用いたデータは比較

的医療資源の少ない地域のものであり、より

多くの地域のデータを用いて、医療提供状況

の地域差などの影響についての検証や保険者

におけるがん検診実施状況、データ管理状況

などを踏まえた運用方法などについて、引き

続き、検討が必要である。 

 

レセプトを用いた精密検査受診判定の活用

方法として、プロセス指標の把握だけではな

く、精検未受診者への受診勧奨がある。協会け

んぽ大阪支部で実施した事業評価結果から、

レセプトを用いて精検未受診者を把握し、受

診勧奨を行うプログラムにより精密検査受診

が増える一定の効果が確認された。精密検査

受診勧奨の効果を大規模に検討した報告はほ

とんどない。カナダのオンタリオ州で 2008 年

9 月から 2011 年 2 月に便潜血検査陽性だった

39,105 人に対し、郵送による精密検査受診勧

奨通知を送った効果を導入前後での比較を行

った先行研究がある。この先行研究では郵送

による精密検査受診勧奨前後で大腸内視鏡検

査の受診率が約 16%から約 20%に上昇してお

り、本検討と同程度の効果（+約 4%ポイント）

が報告されている（Stock D, et al. Implement Sci 

2015;10:35）。要精検者で精密検査受診が健診

から 7 か月後以降では進行がんのリスクが有

意に高く、7～12 か月後でオッズ比が 1.55

（95%信頼区間：1.05-2.28）、12 か月後以降で

3.22（2.44-4.25）であると報告されている

（Corley DA, et al. JAMA 2017;317:1631-1641.）。

レセプトデータの活用により精密検査受診勧

奨が促進されれば、早期治療開始につながり、

がん検診受診者の利益が増大されることが期

待できる。ただし、レセプトデータの利用には

２～３か月を要するため、精密検査受診確認

完了時期と通知発送時期にずれがあり、この

間に精密検査受診した要精検者にも受診勧奨

通知が送付されることになる。受診勧奨通知

内にすでに受診している方にも届いてしまう

場合がある旨の記載をするなど、適切な対応

が必要である。 

 

本検討によりレセプトを用いて精密検査受

診者を把握することができるようになるが、

プロセス指標の一つである精検受診率の算出

や精密検査未受診者への受診勧奨への活用の

ためには要精密検査者と精密検査受診者の人

数を把握することが必要である。人事総務担

当者または経営者を対象としたインターネッ

ト調査より、精密検査受診勧奨を行っている

者は 3 人に 1 人に留まり、要精密検査対象者

を把握している割合も低いことが予想される。

2022 年度保険者データヘルス全数調査でも要

精密検査対象者を把握している被用者保険者

が 31.6%と低い結果であったことと同様であ

る。本検討により開発したレセプトを用いた

精密検査受診判定法が活用されるためには要

精密検査対象者の把握を含め、職域における
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がん検診実施体制・環境の整備が必要と考え

られる。 

 

 

E. 結論 

レセプトとがん検診判定結果と組み合わせ

た精検受診状況判定ロジックの開発・修正を

行い、その解説文書としてガイド（案）を作成

した。本判定法は精検受診率算出だけでなく、

精密検査未受診者に対する精密検査受診再勧

奨にも活用することで、がん検診受診者の利

益を増大できることが期待される。 

ただし、医療提供体制の地域差の判定精度

への影響は十分に検討されていないこと、保

険者におけるがん検診データの管理状況など

による運用上の課題が想定されることから、

本判定法の普及については継続的な検討が必

要である。 

 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

F. 研究発表  

1. 論文発表  

Ogawa T et al. Novel Algorithm for the 

Estimation of Cancer Incidence Using Claims 

Data in Japan: A Feasibility Study. JCO Global 

Oncology. 2023 :9, e2200222 

(https://doi.org/10.1200/GO.22.00222). 

 

2. 学会発表  

木下 智香子、平山 奈都美、桑原 佳子、大

野 寿弥子、小川 俊夫、祖父江 友孝．レセ

プトを活用した職域がん検診の精密検査受

診勧奨．第97回日本産業衛生学会総会（2024

年 5 月 25 日、広島県広島市・広島国際会議

場） 

 

木下 智香子、小川 俊夫．レセプトを活用し

た職域がん検診の精密検査受診勧奨．第 83

回日本公衆衛生学会総会（2024 年 10 月 31

日、北海道札幌市・札幌コンベンションセン

ター） 

 

中澤祥子ら．科学的根拠に基づくがん検診

に関するマニュアルの認知度調査．第 95 回

日本衛生学会総会（2025 年 3 月 21 日、埼

玉県さいたま市、ソニックシティ） 

 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

1. 特許取得 

小川俊夫．指標算出装置、指標算出方法、お

よびプログラム（特願 2022-083546）、2022

年 5 月 23 日提出． 

 

2. 実用新案登録 

 なし 

 

3. その他 

   なし 
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資料１ がん検診要精検者におけるレセプトを用いた精密検査受診判定ガイド（案）（抜粋） 
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資料１（続き） 
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資料１（続き） 
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資料１（続き） 
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資料１（続き） 

 


